
■環境基本計画について（概要）

●根拠･目的 ：環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進すること    ●背景 ：国や県の環境基本計画の見直しや、各種環境法令の制定、温室効果ガス削減対策の強化、合併による環境・文化等の変化など 

●位置づけ ：市の環境に影響を及ぼすと考えられる各種施策・事業に対し、方向性を示す計画    ●対象地域 ：全市域    ●対象環境分野 ：社会経済環境、生活環境、自然環境、快適環境、地球環境     

●計画期間 ：平成 20年度�平成 26 年度  （見直しは必要に応じて実施）      ●構成 ：第１章から第７章までの構成の概要説明

【第１章】

環境基本計画の基

本的な事項

【現状と課題】

◆特筆すべき主要環

境資源の現状と課題

を整理 

(6)主要環境資源

・森林

・天竜川

・浜名湖

・佐鳴湖

・遠州灘

◆浜松市の環境を５

分野に分けて現状と

課題を整理 

(1)社会経済環境

人口、土地利用、 

産業、交通、 

資源・エネルギー 

(2)生活環境

公害の概況、大気、

水質、騒音・振動、

廃棄物 

(3)自然環境

地形、気象、動植物、

各地区の特有な環

境資源 

(4)快適環境

緑、水辺、景観、 

歴史文化     

(5)地球環境

地球環境の現状、 

二酸化炭素排出量、

酸性雨

【浜松市の取り組むべ

き課題】 (1)森林資源の利活用促進

(2)健全な水循環の確保

(3)一般廃棄物の減量とリサイクルの推進

(4)産業廃棄物対策の推進

(5)省エネルギーの推進

(6)新エネルギーの活用促進

(1)大気汚染対策の推進

(2)水質汚濁対策の推進

(3)騒音･振動･悪臭対策の推進

(4)土壌・地下水汚染の防止

(5)有害化学物質などの対策の推進

(6)良好な音･かおり･光の環境保全

・水の循環

・ 廃棄物の循環シ

ステムの構築

・ 資源・エネルギ

ーの総量削減

・ 有害物質・汚濁物

質などの排出抑

制

・ 森林や身近な緑の

保全と緑化の推
進

・きれいな水辺環境

の創造

・野生動植物の生息

場の確保   

・自然と親しむ場の

整備

・ 歴史的・文化的な

資源の保存・継承

・ 地球環境への保全

への積極的な貢

献

◆5‑1【主体別行動指針】
基本計画の施策事業の推進にあたり、各主体が取り組むべき行動指針

市（行政）が

行うべきこと
市民が行うべ

きこと

◆5‑2【地域別行動指針】
基本計画の施策事業の推進にあたり、各地域において市（行政）が取り組

むべき行動指針（市域をその特性から３地域に区分けします。）

（地域区分については、第１次浜松市総合計画に対応）

都市・臨海地域

で行うこと

里山・湖岸地域で

行うこと

中山間地域で行

うこと

市民との協働のもと、市のシンボルともいえる美しい水環境を保全し、

◆天竜川・浜名湖流域環境活性化プロジェクト

�美しい水環境の保全と活気あふれる豊かな天竜川・浜名湖流域圏の創造�

【目的】
活気あふれる天竜川・浜名湖流域圏を育てる都市づくりを進めます。

【主要施策・事業】
・天竜川の環境保全と流域の活性化  ・浜名湖の環境保全と流域の活性化

・遠州灘海岸の保全

◆公害防止計画推進プロジェクト

【目的】公害防止計画を推進するため、大気汚染・騒音及び水質汚濁などの

改善を図ります。

【主要施策・事業】
・佐鳴湖の水質改善    ・自動車交通公害の改善    ・水質汚濁の改善

・地下水汚染の改善

◆地球温暖化対策推進プロジェクト

【目的】世界に貢献する政令指定都市として、私たちの義務として課せられた

温室効果ガスの排出削減に率先して取り組みます。

【主要施策・事業】
・温室効果ガス排出抑制の推進    ・新エネルギーの活用

◆森の復権プロジェクト
�森林と森の文化を活かした環境共生都市の実現�

【目的】市域の 68 %を占める森林を保全するとともに、森の恵みを暮らしに活

かして、都市と森が調和する豊かな社会を実現します。

【主要施策・事業】
・森林環境の保全と活用  ・動植物との共生

◆やらまいか学

習・実践プロジェ

クト

�エコライフを学

び 、 実 践 す る �

【目的】
「環境共生都市･浜

松」を実現するため、

環境教育・環境学習

を通して「環境にや

さしい暮らし・活動」

に取り組む、 実践

する人づくり を

進めます。

【主要施策・事業】
・環境教育・学習の

推進 

・環境にやさしい暮

らしの実践

◆環境マネジメントシス

テムの活用

「環境審議会」、「（仮称）

浜松環境会議」、「環境管理

委員会（庁内組織）」に環

境基本計画の進捗状況の

報告を行い、その結果によ

り見直しを図ることで計

画の推進における継続的

改善を図ります。 

【第２章】

浜松市の環境特性と課題

【第３章】

基本目標と施策の体系

【第４章】

施策の基本的方向

【第５章】

行動指針

【第７章】

計画の推進

・市民・事業者・

NPOなどの積極

的な参加

・市民団体との連携

強化と新たな活

動団体の育成

【地球環境】

【参加･協働】

【共生】

【循環】

【生活】

【基本方針１】

循環型社会を

創造する

【基本方針２】

健全で豊かな

生活環境を保全

する

【基本方針３】

自然と共生する

都市を築く

【基本方針４】

市民とともに

実践する

【基本方針５】

地球環境の保全

に向け行動する

【第６章】

主要施策（戦略的・重点的に推進すること）

事業者が行う

べきこと

(6)歴史的･文化的遺産の保全と活用

(5)景観の保全と創造

(4)水と緑に親しむ空間の創造

(3)生物多様性の維持

(2)河川･湖沼･海岸の環境保全

(1)森林･農地の公益的機能の増進

(1)環境情報の整備と提供

(2)環境教育･環境学習の推進

(3)市民などの自主的な活動の促進

(4)事業者の自主的な活動の促進

(5)市の率先行動の推進

(1)地球温暖化対策の推進

(2)オゾン層保護対策の推進

(3)酸性雨対策の推進

(4)その他対策の推進

�快適な生活環境の創造�

�温室効果ガス排出量削減を推進する環境共生都市の実現�

※（ ）内の数字は環境基本計画のページ数を示します。
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